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Takeda Information 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2014 年 5月 20日開催の取締役会において、2014年 6 月 27 日開催予定の第 138 回定時株

主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

1. 定款変更の理由 

株主総会の招集手続および議長選任について柔軟かつ適切な対応を可能とするため、現行定

款第 14 条（招集者および議長）について、所要の変更を行うものです。 

 

2. 定款変更の内容 

別紙のとおりです。 

 

3. 日程 

定款変更のための株主総会開催日 2014 年 6月 27日（金曜日） 

定款変更の効力発生日 2014 年 6月 27日（金曜日） 

 

 

以上 

  

2014 年 5月 27日 



別紙 

 

定款変更の内容（新旧対照表） 

 

（下線は変更部分） 

現行定款 変更案 

第 14条（招集者および議長） 

株主総会は、取締役会の決議にもとづいて、社

長がこれを招集しその議長となる。社長に事故

あるときは、他の代表取締役がこれに代る。 

（新 設） 

 

 

（新 設） 

第 14条（招集者および議長） 

株主総会は、取締役会の決議にもとづいて、代

表取締役がこれを招集しその議長となる。 

 

② 代表取締役が複数あるときは、前項の招集者お

よび議長は、代表取締役のうち、あらかじめ取

締役会が定めた者がこれにあたる。 

③ 前 2 項の規定にもとづき議長に定められた代表

取締役に事故あるときは、取締役会であらかじ

め定めた順序に従い、他の取締役がこれに代

る。 

 

 

以上 


